
中
国

の
五
山
十
刹
制
度

に

つ
い
て

-
大

乗
寺
所
蔵
寺
伝
五
量
十
刹
図
を
中
心
と
し
て
-石

井

修

道

現
在
、
中
国
の
五
山
十
刹
制
度

(以
下
、
五
山
制
度
と
呼
ぶ
)
を
述

べ

る
場
合
、

宋
濾

(
二
一二

〇
-
二

二
八
一
)
撰

の

「
住
持
浄
慈
禅
寺
孤
峯

徳
公
塔
銘
」
(『
宋
学
士
全
集
』
巻
四
〇
所
収
)
が
最
も
初
期

の
記
事
と
さ

れ
る
。
そ
の
文
に
よ
り
て
史
弥
遠

(
二

六
四
-
一
二
三
三
)
が
宰
相
在

位
の

一
二
〇
八
-
一

二
三
三
年
の
初
期
に
、
寧
宗

(
二

九
四
-
一
二
二

四
在
位
)
に
奏
上
し
て
成
立
し
た
制
度
と
い
う
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
五

山
制
度

の
成
立
を
嘉
定
年
間

(
一
二
〇
八
-
一
二
二
四
)
と
み
て
き
た

の

で
あ
る
。
し
か
し
当
時
の
文
献
の
中
で
、

こ
の
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と

は
で
き
ず
、
先
に
言
う
よ
う

に
孤
峯
明
徳

(
一
二
九
四
-
二
二
七
三
)
の

塔
銘
、

つ
ま
り
明
初
に
は
じ
め
て
言
い
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が

わ
か
る
。
因

つ
て
五
山
制
度
に
つ
い
て
は
、
現
在
で
は
ま
だ
不
明
な
点

が
多
く
、
今
後
に
解
明
す
べ
き
課
題
な
の
で
あ
る
。
仮

に
嘉
定
年
間

が
、
五
山
制
度
の
成
立
期
と
す
る
な
ら
ば
、
当
時
の
五
山
や
五
山
の
住

持
者
が
ど
の
よ
う
に
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
別
処

(「中

国
の
五
山
十
刹
制
度
の
基
礎
的
研
究
(
一
)
」
駒
沢
大
学
仏
教
学
部
論
集
第
一
三
号
、

昭
和
五
七
年

一
〇
月
発
行
予
定
)
で
、
今
後
検
討
し
て
い
く
予
定

で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
五
山
制
度
が
嘉
定
年
間
に
成
立

し
て
い
れ
ば
、
嘉
定

二
八

年

(
一
二
二
三
)
に
入
宋
し
、
宝
慶
三
年

(
一
二
二
七
)
に
帰
朝

し
た
永

平
道

元

(
一
二
〇
〇
-
一
二
五
三
)
や
端
平

二
年

(
二
二
二
五
)
に
入
宋

し
、
淳
祐
元
年

(
一
二
四
一
)
に
帰
朝

し
た
東
福
円
爾

(
一
二
〇
二
-
一

二
八
〇
)
が
、
五
山
制
度
に
つ
い
て
著
述
類
に
言
及
し
て
も
よ

い
は
ず

で
あ
る
が
見
い
出
せ
な
い
。
と
こ
ろ
が
道
元
将
来
に
な
る
大
乗
寺
所
蔵

『支
那
禅
刹
図
式
』
(寺
伝
五
山
十
刹
図
)
二
巻

と
同
本
異
本

の
円
爾

の

将
来
に
な
る
東
福
寺
所
蔵

『
支
那
禅
刹
図
式
』
(寺
伝
大
宋
諸
山
図
)
(下

巻
補
)
(共
に
現
在
重
要
文
化
財
)
が
伝

つ
て
い
る
。
五
山
制
度
を
検
討
す

る
時
に
避
け
て
通
る
こ
と
の
で
き
な
い
問
題

で
あ
る
か
ら
、

こ
の
論
文

は
、
こ
れ
ら
の
資
料

の
性
格
を
整
理
し
た
も

の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
ま
ず
こ
れ
ら
の
文
献
の
呼
称
の
問
題
を
先
に
述
べ
て
お
こ

う
。
大
乗
寺
本
は
寺
伝

の
よ
う
に

『
五
山
十
刹
図
』
と
呼
び
、

こ
の
名

が

一
般
に
通
用
し
有
名
で
あ
る
。
し
か
し
白
石
虎
月
氏
は

『続
禅
宗
編

中
国

の
五
山
十
刹
制
度

に
つ
い
て

(
石

井
)
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中
国
の
五
山
十
刹
制
度
に
つ
い
て

(
石

井
)

年
史
』

(五
一
九
頁
)
に
、
甲
刹
の
金
山
寺
に
詳
し
く
、
浄
慈
寺
に
つ
い

て
は
勅
賜
報
恩
光
孝
禅
寺

の
勅
額

(但
し
東
福
寺
本
で
は
越
州
天
寧
寺
、
諸

山
額
集
で
は
台
州
万
年
寺
と
あ
る
か
ら
、
白
石
説
は
誤
り
で
、
恐
ら
く
浄
慈
寺

の
記
録
は
皆
無
で
あ
ろ
う
)
が
存
す
る
の
み
で
、
十
刹
に
つ
い
て
述

べ
る

の
は
わ
ず
か
で
あ
る
か
ら
、
五
山
や
五
山
十
刹
の
名
を
冠
す
る
こ
と
は

ふ
さ
わ
し
く
な
く
、
東
福
寺
の
寺
伝
で
い
う
よ
う
に

『
大
宋
諸
山
図
』

こ
そ
、
「蓋
し
恰
形
の
題
籏
と
精
密
な
る
内
容
を
有
せ
る
も
め
な
ら
ん
」

と
さ
れ
る
。
確
か
に
五
十
刹
の
全
刹
の
位
次
を
示
し
た
箇
所
も
な
く
、

五
山
十
刹
図
の
名
は
ふ
さ
わ
し
く
な

い
。
『重
要
文
化
財
2
3』
(毎
日
新

聞
社
、
昭
和
二
一二
年
)
で
は
、
『支
那
禅
刹
図
式
』
と
両
本
と
も
呼
び

(明

治
四
四
年
四
月
一
七
日
国
宝
に
指
定
登
録
の
際
の
総
称
)
、正
式
の

一
般
の
呼

称
の
よ
う
で
あ
る
が
、
大
乗
寺
本
は
元
来
、
そ
の
名
が
あ

っ
た
と
は
思

わ
れ
な

い

(現
存
の
大
乗
寺
本
は
室
町
期
の
再
写
本
で
、
原
本
の
作
成
年
次
は

後
述
す
る
)
。

大
乗
寺
本
の
呼
称
に
つ
い
て
、
無
著
道
忠

(
一
六
五
三
-
一
七
四
五
)

は

『
大
宋
五
山
図
』
(無
著
は

「名
藍
図
」
と
呼
ぶ
)
(柳
田
聖
山
編

『勅
修

百
丈
清
規
左
鯖
、
庸
哨
余
録
』
付
、
中
文
出
版
社
、
昭
和
五
二
年
八
月
)
の

「記
写
道
元
和
尚
将
来
名
藍
図
事
」
に
次

の
よ
う
に
述
べ
る
。

(智
)
則
日
、
某
曾
在
嘉
州
大
乗
寺
。
時
住
持
人
称
良
高
和
尚
。

一
日
就
問

禅
刹
堂
殿
之
位
置
。
和
尚
窃
告
言
、
此
山
有
道
元
和
尚
在
唐
写
来
名
藍
堂
宇

図
与
所
謂
一
夜
碧
岩
同
秘
重
。
則
有
時
披
袈
裟
入
室
、
懇
請

一
覧
。
和
尚
憐

其
真
情
、
借
自
所
蔵
副
本
。
諸
弟
子
知
者
希
樣
。
則
乃
鎖

一
室
、
次
第
墓
写
。

功
畢
之
後
、
更
請
出
道
元
真
本
、
逐

一
校
讐
、
無
復
疑
惑
。
(
一
二
七
一
頁
)

さ
ら
に
文
を

つ
づ
け
、
無
著
が
智
則
の
写
本
を
元
に
校
写
し
て
図
を

完
成
し
て
い
く
事
情
が
詳
説
さ
れ
る
。
ま
た
智
則
の
蹟
に
、

幸
添
師

(徳
翁
)
手
提
起
来
示
諭
乃
日
、
此
書
先
輩
秘
在
於
当
山
来
尚
樣
。

今
一
感
子
至
誠
而
已
。
時
劣
不
覚
拝
起
涙
下
、
乃
収
将
袈
裟
下
去
、
就
同
府

之
法
勝
禅
寺
西
軒
密
拝
写
。
再
入
室
拝
借
真
筆
来
校
合
。
敢
錐
塗
抹
点
窟
、

不
違
毫
髪
意
。
唯
要
得
其
完
全
而
已
樣
。

<所
謂
両
軸
先
輩
喚
称
五
山
十
刹

図
樣
〉
(
二
三
二
二
頁
)

と
あ

つ
て
、
天
孝
祖
圃

(智
則
)
首
座

(
一
七
〇
六
年
寂
)
が
、
大
乗
寺

の
徳
翁
良
高

(
一
六
四
九
-
一
七
〇
九
)
の
下
で
書
写
し
た
旨
を
述

べ
る
。

そ
れ
ら
に
よ
る
と
、
両
軸
は

一
夜
碧
岩

と
同

じ
く
道
元

の
将
来

と
い

い
、
そ
の
副
本
を
徳
翁
の
先
輩
が
所
持
し
、
先
輩
が

「
五
山
十
刹
図
」

と
称
し
て
い
た
と
あ
る
。
道
元
将
来

の
真
本

に

つ
い
て
は
、
徳
翁

は

「名
藍
堂
宇
図
」
と
呼
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か

る
。

現
存
の
大
乗
寺
本
が
副
本
に
あ
た
る
か
ど
う
か
は
確
か
め
ら
れ
な
い

が
、
以
上
の
よ
う
に
、
内
容
的
に
も
、
伝
承
上
も
、
「
五
山
十
刹
図
」

で
な
い
こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
は
、
徳
翁
の
呼
称
を

参
考
に
、
内
容
的
に
ふ
さ
わ
し
い

『
大
宋
名
藍
図
』
(
以
下

『図
』
と
略

称
す
)
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。
ま
ず
呼
称
上

よ
り

『
図
』
は
五
山
制

度
を
直
接
問
題
と
す
る
資
料
で
な
い
こ
と
を
確
か
め
て
お
き
た
い
。

次
に

『図
』

の
作
成
年
次
と
将
来
者
と
の
問
題
を
考
え
て
み
よ
う
。

白
石
虎
月
氏
は
前
著

(五
二
四
頁
)
に
東
福
寺
本

の
原
本

の
製
作

の
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年
時
は
、
三
八
念
諦

の
文

よ
り
、
淳
祐
七
年

(
一
二
四
七
)
で
あ
り
、

淳
祐
元
年
に
帰
朝
し
た
円
爾
の
将
来
で
は
あ
り
え
な
い
と
主
張
し
た
。

ま
た
横
山
秀
哉
博
士
も

「
五
山
十
刹
図

に
就

て
」
(大
乗
寺
本
の
複
製
の

解
説
、
道
元
禅
師
鐵
仰
会
、
昭
和

一
八
年
)
お
よ
び

『
禅

の
建
築
』
(彰
国

社
、
昭
和
四
二
年
)
で
、
白
石
説
を
補

い
、
淳
祐
七
年

の
成
立

と
す

れ

ば
、
円
爾
以
前
に
帰
朝
し
た
道
元
の
将
来
説
は
成
立
し
な
い
し
、
義
介

入
宋
に
先
立

つ
事

一
二
年
で
、
義
介
手
写
説
も
成
り
立
た
な
い
と
さ
れ

る
。義

介

(
一
二
一
九
-
二

二
〇
九
)
手
写
説
と
は
、
現
在

一
般
に
最

も
広

く
伝
承
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
道
元
の
遺
命
を
奉
じ
て
永
平
寺
を
復
興

す
る
た
め
に
入
宋
し
、
諸
山
の
規
矩
や
諸
刹
を
記
録
し
て
帰
国
し
た
時

に
手
写

し
た
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
義
介
の
入
宋
期
間
は
、
正
元
元
年

(
一
二
五
九
)
よ
り
弘
長
二
年

(
一
二
六
二
)
で
あ
り
、
義
介
の
手
写
と
す

る
か
ぎ
り
、
横
山
説
は
正
し
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

さ
て
、
以
上
の
結
論
は
、
す
で
に
先
覚
に
よ

つ
て
な
さ
れ
て
来
た
も

の
で
あ
り
、
筆
者
も
同
意
見

で
あ
る
。
よ

っ
て
以
下
は
、

こ
の
結
論
の

補
足
と
そ
れ
か
ら
発
展
す
る
五
山
制
度
と
の
関
係
を
問
題
に
し
て
行
き

た
い
。

ま
ず
第

一
は
、
告
香
の
図
に
み
ら
れ
る

「
礼
天
目
和
尚
叢
林
」
と
あ

る
天
目
文
礼
の
行
状
で
あ
る
。
横
山
博
士
は

『
続
伝
燈
録
』
巻
三
六
に

依
り
て
伝
記
に
不
明
な
部
分
を
残
し

て
い
る
が
、
『
天
童
寺
志
』
巻
七

に

「天
台
徳
雲

<天
目
禅
師
>
行
状
」
が
あ
り
、
伝
記
が
明
確
と
な

つ

て
、
『図
』
の
成
立
年
次
を
確
か
め
る
よ
き
資
料
と
な
る
。

文
礼
、
号
を
滅
翁
と

い
い
、
乾
道
三
年

(
二

六
七
)
に
臨
安

の
玩

氏
に
生
ま
る
。
家
が
天
目
山
の
麓
に
存
し
た

の
で
、
天
目
と
も
号
す
。

一
六
歳
で
郷
里
の
真
相
寺
智
月
に
依
り
て
剃
髪
し
、
ま
ず
浄
慈
寺
の
混

源
曇
密

(
二

二
〇
-
二

八
八
)
に
参
じ
、

つ
い
で
育
王
山

の
仏
照
徳

光

(
一
二
二
-
一

二
〇
三
)
に
謁
し
、
最
後

に
饒
州

(江
西
省
)
の
薦
福

寺
の
松
源
崇
嶽

(
二

三
二
-
一
二
〇
二
)
に
参

じ
て
嗣
法
し
た
。

そ
の

後
遊
行

し
て
、
径
山

の
塗
毒
智
策

(
一
二

七
-
一
一
九
二
)
、華
蔵
山

(江
蘇
省
常
州
)
の
遮
奄
宗
演
、
瑞
巌
山
の
葦
堂
、
天
童
山

の
無
用
浄
全

(
一
二
二
七
-
一
二
〇
七
)
に
謁
し
た
。
臨
安

の
広
寿
寺

に
出
世

し
、
永

嘉
の
能
仁
、
安
吉

の
福
泉
、
杭
州

の
浄
慈
、

四
明

の
天
童
を
歴
住

し

た
。
浄
慈
三
五
世
、
天
童
三
七
世
と
伝
え
る
。
天
童
山
の
住
持
は
、
三

六
世
擬
絶
道
沖

(
二

六
九
-
一
二
五
〇
)
が
淳
祐
四
年

(
一
二
四
四
)
に

天
童
よ
り
霊
隠
に
移

っ
た
後
と
考
え
ら
れ
る
。
退
院
の
年
次
は
不
明
で

あ
る
が
、
淳
祐

一
〇
年

(
一
二
五
〇
)
一
〇
月

一
〇
日
、
梁
渚
西
丘
で
示

寂
し
た
。
梁
渚
西
丘
は
、
安
吉
の
福
泉
に
近
く
、
郷
里
と
も
近
い
所
と

考
え
ら
れ
る
。
世
寿
八
四
、
僧
騰
六
八
。
朱
烹
(
一
二
二
〇
-
一
二
〇
〇
)

や
楊
簡

(
二

四
一
-
一
二
二
六
)
と
の
親
交

が
あ

つ
た
こ
と
で
も
知

ら

れ
て
い
る
。

以
上
の
文
礼
の
略
伝
か
ら
わ
か
る
よ
う

に
、
『
図
』
の

「
礼
天
目
和

尚
叢
林
」
と
は
、
淳
祐

一
〇
年
の
文
礼
示
寂
以
前
の
図
で
あ
る
こ
と
が

確
か
め
ら
れ
る
。
『
図
』
に
浄
慈
寺
の
記
事
が
全
く
な
い
と
こ
ろ
を

み

中
国

の
五
山
十
刹

制
度
に

つ
い
て

(
石

井
)
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中
国
の
五
山
十
刹
制
度
に
つ
い
て

(石

井
)

る
と
、

天
童
山
の
告
香
と
考
え
ら
れ
、

こ
の
図
も
淳
祐
七
年
頃
と
み
て

大
過
な
か
ろ
う
。

第
二
に
径
山
の
住
持
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た

い
。
『図
』
を
横
山

博
士
は
、
七
二
図
に
分
類
さ
れ
る
が
、
径
山
関
係
が
二
八
図

(横
山
説

は
二
三
)
あ
り
、
所
属
不
明
の
図
の
中
で
も
、
径
山
に
属
す
る
と
考
え

(
1
)

ら
れ
る
も
の
も
多
く
あ
る
。
特
に
径
山
娚
厳
会
之
図
は
破
損

の
為
に
二

〇
人
程

の
僧
名
が
不
明
で
あ
る
が
、
四
六

一
名
の
誰
の
下
の
字
と
役
職

お
よ
び
百
名
以
上
の
出
身
地
が
記
入
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
僧
名
か
ら
み

る
と
、

僧
堂
戒
臆
牌
、
衆
寮
戒
臓
牌
、
調
経
図
の
僧
名
の
あ
る
す
べ
て

の
図
は
、
径
山
の
図
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
因

つ
て
こ
の

『
図
』

の
筆
者
が
い
か
に
径
山
に
重
点
を
置
き
、
径
山
に
親
し
い
人
で
あ
つ
た

か
が
う
か
が
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
径
山
の
図
は
い
つ
の
も
の
か
と
い
う
と
、
横
山
博
士
も

指
摘
す
る
よ
う
に
、
僧
堂
戒
臓
牌
の
最
も
新
し
い
年
が
淳
祐
七
年
で
あ

る
と
こ
ろ
か
ら
、
径
山
の
図
も
同
年
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

淳
祐

七
年
の
径
山
の
住
持
と
、
当
時
の
径
山
の
様
子
を
調
べ
て
い
く

と
、
興
味
あ
る
問
題
に
出
合
う
こ
と
に
な
る
。

時
の
住
持
は
無
準
師
範

(
二

七
八
-
一
二
四
九
)
で
あ
る
。
師
範

の

伝
記
資
料
は
、
無
文
道
燦

(
一
二
七
一
年
寂
)
撰

「径
山
無
準
禅
師
行
状
」

お
よ
び
劉
克
荘

(
二

八
七
-
一
二
六
九
)
撰

「径
山
仏
鑑
禅
師
墓
誌
銘
」

(『後
村
先
生
大
全
集
』
巻

一
六
二
所
収
)
を
第

一
と
す
る
。

今
、

関
連
す
る
師
範

の
伝
を
考
え
て
み
る
と
、
師
範
が
径
山
に
住
し

た
の
は
、
紹
定
五
年

(
一
二
三
二
)
の
秋
の
こ
と
で
あ
る
。
翌
年
、

四
月

二

一
日
、
寺
は
火
災
の
た
め
に
消
失
し
、
師
範
は
復
興
に
努
め
、
三
年

し
て
旧
観
に
還
し
て
い
る
。
師
範
は
、
寺

の
火
災
後

の
同
年
七
月

一
五

日
に
入
内
説
法
し
、
嘉
熈
三
年

(
一
二
三
九
)

一
月
二
五
日
に
仏
鑑
禅
師

(娚
厳
会
と
講
経
の
図
に
禅
師
と
あ
る
)
の
号
を
賜

つ
て
い
る
。
そ
の
間
、

『無
準
師
範
禅
師
語
録
』
巻
二
に
よ
れ
ば
、
復
興
し
た
径
山
に
天
子
よ

り
、
特
に
「
釈
迦
宝
殿
・
妙
荘
厳
閣
・
凌
雷
之
閣
・
霊
沢
之
殿
・
宝
所
・

万
年
正
続
之
院
」
の
六
ケ
所
の
二
四
大
字

の
震
翰
を
賜

つ
て
い
る
。
こ

の
年
は
端
平
三
年

(
一
二
三
六
)
の
冬
で
、
釈
迦
宝
殿
・
妙
荘
厳
閣
・
凌

雷
之
閣
・
宝
所
の
名
は
、
『図
』
の

「
諸
山
額
集
」
等
に
見
え
る
の
で
、

『
図
』
は
こ
の
年
以
降
の
作
成
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
と
こ
ろ
が
、

淳
祐
二
年

(
一
二
四
二
)
に
寺
は
再
び
火
災
に
み
ま
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
す
が
に
二
度
目
の
火
災
の
時

は
、
大
衆
は
復
興
は
不
可
能
と
考
え
た

ら
し
い
。
師
範
は
再
び
復
興

に
着
手
し
、
承

天
円
爾

の
援
助
も
あ
つ

て
、
「数
年
な
ら
ず
」
し
て
寺
宇
が
完
成
し
、

「飛
楼
湧
殿
、
画
図
の
中

の
物
の
如
し
」
と
行
状
に
記
し
て
い
る
。
僧
堂
戒
臓
牌
に
あ
る
淳
祐
七

年
と
は
、
正
に
師
範
の
二
度
に
わ
た
る
火
災
か
ら
復
興
し
た
時
の
径
山

を
意
味
し
、
そ
の
径
山
の
情
況
を
記
す
記
念
的
な
時
期
に
あ

つ
た
の
で

あ
る
。
師
範
は
淳
祐
九
年
三
月

一
八
日
、
七
二
歳
で
示
寂
す
。

こ
の
よ
う
に
師
範
の
住
持
時
代
で
あ
れ
ば
、

四
六

一
名
に
及
ぶ
樗
厳

会
之
図
の
僧
名
よ
り
、
何
か
直
接
結
び
つ
く
師
範
の
弟
子
が
出
て
来
れ

ば
、

さ
ら
に
前
の
推
定
を
よ
り
確
か
め
る
こ
と
が

で
き
る

の
で
あ

る
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が
、
残
念
な
が
ら
今
の
と
こ
ろ
見
い
出
せ
な
い
。
円
覚
寺
開
山
無
学
祖

元

(
一
二
二
六
-
一
二
八
六
)
は
、
こ
の
時
の
修
行
者
の
中
に
い
た

は
ず

で
あ
る
が
、
嘉
定

一
一
(
二
二

八
)
戒
の
元
上
座
や
、
端
平
元

(
一
二

三
四
)
戒

の
元
庵
主
や
、

二
人
の
明
州
出
身

の
元
上
座
で
は
な
い
が
、

た
だ
元
上
座
の
み
あ

つ
た
の
で
は
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
半
数

に
の
ぼ
る
僧
名
も
不
明
で
あ
り
、

し
か
も
役
職
も
毎
年
交
替
で
あ

つ
て

み
れ
ば
、
淳
祐
七
年
の
時
点
の
そ
の
人
の
行
動
を
明
確
に
し
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
例
え
ば
、
語
録
巻
三
の
法

語
に
み
え
る
恵
侍
者
・
心
侍
者
・
光
首
座
・
覚
長
老
・
寧
侍
者
・
南
蔵

主
・
彬
典
座
・
日
本
然
上
人
・
清
上
座
・
求
堅
上
人
・
如
上
人
・
覚
上

人
・
曇
上
人
・
仁
上
人
・
徹
上
人
・
鑑
侍
者
・
坂
侍
者
・
月
上
人
・
寧

蔵
主
・

量
上
人
・
湘
監
寺
・
燈
禅
客
・
徳
通
禅
客
が
、
『図
』
の
慧

侍

者
・
恵

上
座
・
慧
都
寺
・
心
都
寺
・

心
維
那
・

心
副
寺
・
光
首
座
・
光

知
客
・

光
上
座
・
覚
上
座
・
覚
副
寺
・

寧
上
座
・
寧
蔵
主
・
南
上
座
・

彬
都
寺
・

日
本
然
上
座
・
清
上
座
・
堅
上
座
・
如
上
座
・
覚
上
座
・
覚

副
寺
・

曇
上
座
・
仁
上
座
・
徹
上
座
・
鑑
上
座
・
鑑
維
那
・
艮
都
荘
・

月
上
座
・
寧
蔵
主
・
寧
上
座
・
量

知
庫
・
湘
侍
者
・
灯
上
座
・
燈

監

寺
・
燈
副
寺
・
燈
塔
主
・
通
上
座
・
通
闊
黎
な
ど
と
、
特
殊
な
僧
名
か

ら
判
断

し
て
、
何
人
か
は
同

一
人
で
あ
る
可
能
性
は
十
分
に
あ
り
、
師

範
の
語
録
全
般
に
お
い
て
も
同
様

の
こ
と
が
い
え
よ
う
。

な
お
浄
慈
寺

の
記
事
が
な
い
理
由
は
、
師
範
の
語
録
に
よ
る
と
、
大

慧
派
の
浄
慈
寺
の
住
持
無
極
観
が
こ
の
淳
祐
七
年

に
示
寂
し
て
お
り
、

そ
の
こ
と
と
関
連
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

以
上
の
確
認
か
ら
作
者
問
題
を
考
え
て
み
た
い
。
三
八
念
諦
に
み
ら

れ
た
淳
祐
丁
未

(
一
二
四
七
)
年
の
回
向
文
の
前

の
僧
堂
念
諦
及
巡
堂
之

図
は
、
霊
隠
の
僧
堂
図
と

一
致
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
霊
隠
の
図

で
あ
ろ

う
。
時
の
住
持
は
石
渓
心
月
で
あ
る
。
径
山
及

び
霊
隠
の
図
が
淳
祐
七

年
と
す
る
と
、
育
王
は
そ
の
年
以
前
の
図
で
、
笑
翁
妙

堪

(
一
一
七
七

-
一
二
四
八
)
の
住
持
の
時
と
考
え
ら
れ
る
。

『図
』
に
多
く
図
式
さ
れ

て
い
る
径
山
・
霊
隠
・
育
王
・
天
童
の
住
持
は
、
育
王
の
笑
翁
が
大
慧

派
の
外
は
、
無
準
・
石
渓
・
天
目
の
三
人
が
虎
丘
派
に
な
る
。
径
山
の

樗
厳
会
之
図
に
は
、
広
・
然
・
西
・
快
・
観
・

観
の
六
人
の
日
本
僧
の

名
が
み
え
る
。

こ
れ
ら
の
人
を
含
め
て
無
準
師
範
に
嗣
法
し
た
東
福
円

爾
に
近
い
関
係
の
人
が
原
本
を
作
成
し
た
可
能
性
が
き
わ
め
て
強
い
。

大
乗
寺
の
原
本
は
、
東
福
寺
で
の
再
写
説
も
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
は
な

い
。
な
ぜ
な
ら
道
元
生
存
中
に
作
成
さ
れ
た
原
本
の
多
く
の
記
事
が
天

童
山
で
な
く
て
径
山
だ
か
ら
で
あ
る
。
『
図
』

は
五
山
制
度
を
示
す
も

の
で
は
な
い
が
、
五
山
紹
介
の
役
割
も
、果
た
し

て
い
る
と
い
え
よ
う
。

1
 
七
二
図
の
う
ち

諸
山
額
集
を
除
く
筆
者
の
分
類
は
、
径
山
(
1
3
)

(14
)(15
)
(
1
6
)
(
2
3
)
(
2
4
)
(
2
9
)
、

霊
隠
(
1
0
)

(17
)
(
1
6
)
(
2
3
)
(
2
4
)
、

天
童
(
1
6
)
(
2
3
)
(
2
4
)
、

育
王
(
1
6
)
、万
年
寺
(
1
2
)
、

天
寧
寺
(
2
4
)
、

金
山
寺
(
2
3
)
(
2
4
)
、

蒋
寺
(
5
6
)
、

碧
山
寺
(
4
3
)
、

何
山
寺
(
6
0
)

不
明
(
1
)
(
4
)
(
5
)
(
5
)
(
7
)
(
2
5
)
(
6
2
)
(
7
2
)

で
あ
る
。

(駒
沢
大
学
助
教
授
)

中
国

の
五
山
十
刹
制
度
に

つ
い
て

(
石

井
)
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